
小・中学生の春休みの生活について�小・中学生の春休みの生活について�

町内の小中学校では、健康で事故のない楽しい春休みが過ごせるように、共通の決まりを作りました。�

保護者はもとより、地域ぐるみで「目配り・気配り」を合言葉に、温かいご指導をお願いします。�

青少年問題協議会　　小中学校生徒指導連絡会（問　生涯学習課…蕁986－2289）�
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■ 午後５時のチャイムを聞いたら家に帰る。中学生は日没までに帰る。�
■ 行き先、目的、帰宅時刻を保護者に告げてから出かける。�
■ 知らない人や、不審者からの誘いには絶対にのらない。�
■ 小学生は警告笛を身につける。�

■ 交通ルールに従って歩行、自転車に乗る。特に、飛び出しは危険！�
■ 自転車に乗るときは、ヘルメットを着用し、左側を走行する。�
■ 国道・県道などの各校で決められた自転車禁止道路では、自転車にのらない。�

■ 「コミュニティながいずみ」などの公共施設については利用の約束に従い使用し
　 よう。�

■ ゲームコーナー、ゲームセンター、カラオケボックス、ボーリング場へは保護者同 
　 伴とする。�

■ 映画館は、小学生は保護者同伴で、中学生は保護者の同意を得て出かける。�
■ ローラースケート、スケートボード、ローラーブレード、キックボード等で公道を
　 走らない。�
■ 火災の原因となるたき火、火遊びはしない。�
■ エアガンなどの危険な遊びをしない。�
■ 線路を横切ったり、線路の中に入ったりしない。�
※ 子ども会、ボーイ・ガールスカウトなどの行事は、責任者が計画書と参加児童・生
　 徒名を学校へ提出してください。なお、保護者とは父母、またはそれに準ずる者と
　 します。�
※ 家の手伝いをしよう。�

■ 子ども同士では行かない。�

■ 保護者同伴（一人歩き、友人同士の外出はしない）外泊をしない（友人宅など）�

■ 社会のルールを守り、責任のある行動をとる。�


